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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無

中間取りまとめにおける水素爆発時の映像および原子炉建屋内部の損傷状況を踏まえると，爆燃により生
じた圧力により原子炉建屋の破損は起こったと考えられるため，異なる見解はない。

② 要

福島第一原子力発電所における水素爆発発生時の水素濃度や水素以外の可燃性ガスの寄与等について
は，さらに明確にすべき点があると考えることから，更なる調査・検討が必要と考える。（原子力規制庁の調
査に協力）

③

④

① 無

中間取りまとめにおける水素爆発時の映像を踏まえると，水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が
高いと考えることから，異なる見解はない。

② 要

（５）－１②に記載のとおり。

③

④

（５）－２
また、3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙について
は水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高い。

SAに対しては，SA設備によりPCV圧力および温度の上昇を抑制するとともに，（５）－１③に記載のとおり原子炉建屋内
の水素濃度を可燃限界（４vol.％）未満とするような対策を整備する方針である。
水素以外の可燃性ガスの水素爆発防止対策への影響等について，今後も新たな知見が得られ次第，対策を検討して
いく等，更なる安全性向上策について検討していく。

なし

（５）－１
水素爆発時の映像及び損傷状況を踏まえると、原子炉建
屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留した水素の爆
燃（水素濃度8%程度）によって生じた圧力による可能性が
高い。

原子炉建屋内については，水素濃度を可燃限界（４vol.％）未満とするSA対策を整備する方針としている。
具体的には，原子炉建屋下層階への水素漏えいも考慮し，原子炉建屋内の複数の階層に原子炉建屋内水素濃度計を
設置することにより水素濃度を継続的に測定・監視するとともに，オペレーティングフロアへの流路により原子炉建屋内
の水素を静的触媒式水素結合装置に導き処理することで，水素濃度上昇を抑制する。また，オペレーティングフロアの
水素濃度が2.3vol.％に到達した場合にはベントを実施することにより，PCVから原子炉建屋への水素漏えいを抑制し，
原子炉建屋内の水素濃度を可燃限界（４vol.％）未満となるよう手順を整備している。
加えて，原子炉ウェルへの注水手段を整備することにより原子炉建屋内への水素の漏えいを抑制する。仮にオペレー
ティングフロアでの水素の成層化等が発生する場合においても，原子炉建屋ベント設備を整備し水素を排出する。
なお，原子炉建屋内に水素が滞留している場合の作業員の安全確保については，（９）－３③に記載のとおり。

原子炉ウェルへの注水等により，PCVヘッドからの漏えいが抑制され，結果としてオペレーティングフロアに直接水素が
漏えいしなくなると，原子炉建屋下層階からの漏えい量が増加することが考えられる。しかし，原子炉建屋内の水素流
動解析により，原子炉建屋下層階のみから水素が漏えいした場合においても，原子炉建屋下層階で水素が滞留するこ
とはなく，オペレーティングフロアに設置した静的触媒式水素結合装置に導き処理することで可燃限界（４vol%）に到達し
ないことを確認している。
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無

中間とりまとめのとおり，福島第一原子力発電所３号機のベント成功回数については，S/Cベント時におけ
る圧力低下速度，およびD/W圧力とウェットウェル圧力の挙動から，２回と考えられることから，異なる見解
は無い。

② 否

①に記載のとおりであることから，福島第一原子力発電所事故の更なる調査は不要と考える。

③

④

① 無

中間とりまとめのとおり，4号機の爆発は，3号機のベント時にSGTS配管を通じて4号機原子炉建屋内に水
素が流入し，その後同建屋内に水素が滞留し，爆発に至ったと考えられるため，異なる見解は無い。

② 否

③に記載のとおり，他号機への流入，他系統への逆流，原子炉建屋内の水素爆発に対する対策を行うこと
としていることから，福島第一原子力発電所事故の更なる調査は不要と考える。

③

④

① 無

当社としても，水素が滞留した原子炉建屋周辺におけるSA対策や復旧作業等の安全確保に関する検討が
必要であると認識しているため，異なる見解は無い。

② 否

③に記載のとおり，SA対策や復旧作業等の安全確保を踏まえた対応を行うこととしていることから，福島第
一原子力発電所事故の更なる調査は不要と考える。
ただし，当社としては，今後新たな知見が得られた場合に，自社施設への適用検討を速やかに実施してい
く。

③

④

（９）－３

同建屋内に水素が滞留していた間には、同建屋周辺で作
業員による復旧作業が実施されていたことを踏まえると、
水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策
や復旧作業等の安全確保に関して検討する必要がある。

フィルタベント操作を行う際には，原子炉建屋では水素が滞留する状況も想定されるが，その場合作業員の安全確保を
踏まえ以下の対応を行う。
・中央制御室から，遠隔操作にて対応する。
・遠隔操作が不可な場合には現場操作となるが，原子炉建屋内の環境悪化も想定し，原子炉建屋付属棟（二次格納施
設の外側）にて対応できる設計とする。
また，原子炉建屋への水素漏えいの抑制対策については，（５）－１のとおりであるが，仮に原子炉格納容器フィルタベ
ント系，原子炉建屋ベント設備を開放したにも関わらず，原子炉建屋の水素濃度が可燃限界に到達するおそれがある
場合には，同建屋周辺の作業員の安全確保を最優先とし，ベント実施時と同様に，屋外作業禁止，一時退避の検討を
行う。

なし

（９）－１ 3号機のベント成功回数は2回である。
（６）－２④に記載のとおり，SA設備によるベント実施時においては，操作対象弁を電動化し，ガスタービン発電機等か
ら受電可能な設計とすることにより，計装用圧縮空気系の機能喪失に伴い遠隔操作が不能とならないよう配慮してい
る。

なし

（９）－２
3号機のベント時にSGTS配管を通じて4号機原子炉建屋
内に水素が流入、その後、40時間に渡り同建屋内に水素
が滞留し、爆発に至った。

当社は排気筒やベント配管を他号機と共有してないことから，他号機への水素流入事象は発生しない設計としている。
また，（２）－１③に記載のとおり，原子炉格納容器フィルタベント系は他系統への逆流等の悪影響を及ぼさない設計と
している。
さらに，原子炉建屋内の水素爆発防止対策については，（５）－１③の記載のとおり，SA対策を整備する。

（５）－１④に記載のとおり。
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無

中間取りまとめにおけるデータ類を踏まえると，逃がし弁機能の不安定動作が生じた原因が不明であると考
えられることから，異なる見解はない。

② 否

SRVの逃がし弁機能については，重要度分類においてMS-3として位置付けられ，MS-1に位置づけられる
安全弁機能とともに影響を緩和する機能として整理される。
逃がし弁機能の不安定動作が生じた場合，SRVの閉状態が継続する場合と開状態が継続する場合に分類
される。
閉状態が継続する場合，逃がし弁機能により原子炉圧力制御ができないものの，安全弁機能により原子炉
圧力は制御可能である。また，開状態が継続する場合は，冷却材がSRVからＳ/Ｃへ流出することとなるが，
その場合の対応はLOCA時の対応として包絡される。
また，SA時においては，原子炉減圧機能（自動減圧，手動減圧等）を用いた急速減圧の実施による低圧注
水への速やかな移行が重要であると考えており，SRVによる原子炉圧力制御状態に関わらず，SA設備によ
る低圧注水手段を確保し，速やかに急速減圧を実施する手順としている。万一，原子炉圧力制御状態が変
動した場合においても，変動の影響は軽微であることを確認している。
以上のとおり，SRVの不安定動作が発生した場合についても事故対応への影響は軽微であると考えている
ことから，福島第一原子力発電所事故におけるSRVの不安定動作に係る更なる調査・検討は不要と考え
る。

③

④

① 無

当社としては，特にPCV内に設置される機器については，SA時の環境条件が高温・高圧となるため，福島第
一原子力発電所事故時の挙動を網羅的に把握することが今後のSA対策を検討する上で重要になると考え
られることから，異なる見解はない。

② 否

③に記載のとおり，SBO状態も含めた事故状態を考慮した環境条件を想定し，設備設計を行っており，SRV
以外の機器の不安定動作の可能性について福島第一原子力発電所事故の更なる調査・検討は不要と考え
る。
ただし，当社としては今後新たな知見が得られた場合に，自社施設への適用検討を速やかに実施していく。

③

④

（６）－２

このことを踏まえると、全交流動力電源喪失（以下「SBO」
という。）条件下でのSRVの逃がし弁機能の挙動、計装用
圧縮空気系の隔離による影響（窒素圧の低下等）及び不
安定動作が確認されたSRV以外の機器における不安定動
作の可能性について、網羅的に把握する必要がある。

SA設備の設計において，想定されるSAが発生した場合における温度，放射線，荷重およびその他の使用条件におい
て，その機能が有効に発揮できるよう，耐環境性を有する設計としている。

計装用圧縮空気系は，常用系の設備の他，主蒸気隔離弁（外弁）に供給されているが，計装用圧縮空気系が機能喪失
すると主蒸気隔離弁（外弁）は自動閉止するため事故対応に影響はない。また，SA設備によるベント実施時において
は，操作対象弁を電動化し，ガスタービン発電機等から受電可能な設計とすることにより，計装用圧縮空気系の機能喪
失に伴い遠隔操作が不能とならないよう配慮している。

（６）－１
主蒸気逃がし安全弁（以下「SRV」という。）の逃がし弁機
能の不安定動作（中途開閉状態の継続と開信号解除の不
成立）が生じた原因が不明である。 ②に記載のとおり，逃がし弁機能に不安定動作が生じた場合においても，対策への影響は軽微であることを確認してい

る。
また，SRVの信頼性向上対策として，SRV用アクチュエータの空気シリンダおよび電磁弁のシール部を高温耐性に優れ
た改良EPDM材に変更する方針であり，SA時環境下における健全性の確認を実施している。加えて，作動原理が異な
る対策として，電磁弁排気ラインから直接窒素を供給し，SRVを作動させる対策を行う方針である。
万一，原子炉への注水ができない場合においてもSRVの機能が維持されることを適合性審査において確認している。
さらに，炉心溶融を判断しPCVへの事前水張りを実施する際にはPCV代替スプレイを用いることで，事前水張りに併せ
て，D/Wの冷却を実施する手順とする。SRVは，D/W内に設置されていることから，この手順により，SRVの熱的環境を
緩和することができる。
適合性審査における確率論的リスク評価においては，SRVが閉状態および開状態を継続する場合についても考慮し，
評価を実施している。

なし
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無

中間とりまとめのとおり，耐圧強化ベントラインがSGTS配管へ接続され，炉心損傷後のベントガスが流入し
たことが汚染や水素流入による原子炉建屋破損等の原因と考えられるため，異なる見解は無い。

② 否

①のとおりSGTS配管への接続により炉心損傷後のベントガスが流入し，原子炉建屋破損リスクの増大等を
招いたと考えられるため，福島第一原子力発電所事故の更なる調査・検討は不要と考える。

③

④

① 無
当社としても，AM対策（耐圧強化ベントライン等）の設計基準対象施設等への接続を含めた設計，施工およ
び運用の考え方を確認する必要性を認識しているため，異なる見解は無い。

② 否

過去に整備したAM対策を今後も使用するにあたり，設計基準対象施設等への接続を含め設計，施工およ
び運用の考え方を確認し，③のように耐圧強化ベントラインの運用方法を改める等の対策を検討しているこ
とから，福島第一原子力発電所事故の更なる調査・検討は不要と考える。
ただし，当社としては，今後新たな知見が得られた場合に，自社施設への適用検討を速やかに実施してい
く。

③

④

なし

(２）－２
これを踏まえ、設計基準対象施設等への接続を含めたAM
対策（耐圧強化ベントライン等）の設計、施工及び運用の
考え方を確認する必要がある。

耐圧強化ベント系は，福島第一原子力発電所事故を踏まえて，上記のベントガスの逆流防止対策以外にも信頼性向上
のため，各種設計変更を実施している。
具体的には，（１）－１③に記載のとおり，RDは撤去しており，PCV圧力がRD作動圧力に到達しないことでベント操作が
不能とならないように配慮している。また，（６）－２④に記載のとおり，ベント実施時の操作対象弁を全て電動化し，計
装用圧縮空気系の機能喪失に伴いベント操作が不能とならないよう配慮している。さらに，中央制御室からの遠隔操作
ができない場合でも，操作対象弁（電動弁）にハンドルを設けており，当該弁の設置場所にて容易かつ確実に人力によ
る操作が可能な設計としている。

AM対策導入に際して既存設備への影響は評価していたものの，耐圧強化ベントラインの当該接続については適切な
評価がなされていなかった。このことを踏まえ，耐圧強化ベント系は，SGTS配管の一部を経由して，各号機独立に設置
している排気筒から排出する設計であるが，福島第一原子力発電所のようなベントガスの逆流等による原子炉建屋の
破損を回避するため，他系統との隔離に必要となる電動弁はガスタービン発電機等から受電可能な設計とするととも
に，炉心損傷前のみに使用する手順に見直している。
新たに設置する原子炉格納容器フィルタベント系の排気ラインは他系統を介さない設計とし，フィルタ装置にて放射性
物質を低減させた後，排気筒を介さずに原子炉建屋屋上位置より屋外排出する設計としている。
原子炉格納容器フィルタベント系は他系統へ悪影響を及ぼさないよう，他系統との隔離機能は直列で２つ設ける設計と
している。

耐圧強化ベント系については，SGTSフィルタを経由することなく原子炉格納容器調気系から耐圧性を強化した配管を直
接排気筒側へ接続することで，PCV過圧防止のための減圧操作の適用範囲を広げ，PCVからの除熱機能を向上させ
る目的でAM対策として導入した。AM対策の導入に際しては，既存設備を最大限に活用して一層の安全性向上を図る
方針のもとで設計を行った。また，耐圧強化ベント系の設計にあたり，PCV破損防止の達成を一義的な目的とした。
こうしたことから，耐圧強化ベント系は，既存設備であるSGTS配管の一部を経由して，各号機独立に設置している排気
筒から排出する設計とした。AM対策においては，耐圧強化ベント系を炉心損傷後に使用することも想定はしていたが，
現在の知見からすれば，以下のとおり，建屋内への水素流入防止や核分裂生成物・水素の配管内での滞留防止の観
点で十分でない部分があった。
・交流電源の確保を前提としたSGTS電動弁閉止による他系統との隔離設計
・炉心損傷後のベントガスを排気筒底部から排気筒内に排出する設計
・連続上り勾配ではない配管設計

当社は，福島第一原子力発電所事故を踏まえて，炉心損傷後のベントガスの逆流等による原子炉建屋の破損を回避
するため，耐圧強化ベント系は，他系統との隔離に必要となる電動弁をガスタービン発電機等から受電可能な設計とす
るとともに，炉心損傷前のみに使用する手順としている。なお，福島第一原子力発電所と異なり，当初設計より排気筒
およびSGTS配管を号機間で共有していないため，他号機からベントガスが流入することはない。
新たに設置する原子炉格納容器フィルタベント系の排気ラインは，他系統を介さない設計とし，フィルタ装置にて放射性
物質を低減させた後に，排気筒を介さずに原子炉建屋屋上位置より屋外排出する設計としている。
原子炉格納容器フィルタベント系は，他系統へ悪影響を及ぼさないよう，他系統との隔離機能は直列で２つ設ける設計
としている。

 「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対
策としてのアクシデントマネージメントについて」（平成4年5
月、原子力安全委員会決定）を踏まえて、発電用原子炉
設置者が自主的な保安措置として当時整備したアクシデ
ントマネジメント対策（以下「AM対策」という。）の1つである
耐圧強化ベントラインが重要安全施設である非常用ガス
処理系（以下「SGTS」という。）配管へ接続されていたこと
により、自号機のSGTS及び原子炉建屋内へのベントガス
（核分裂生成物、水素等）の逆流、汚染及び水素流入によ
る原子炉建屋の破損リスクの拡大を招いている。

(２）－１

4



原管発官R3第55号 

令和3年5月10日 

 

原子力規制庁原子力規制部 

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 竹内 淳 殿 

 

 

東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

東京電力ホールディングス株式会社 

代表執行役社長 小早川 智明 

 

 

「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめ」

（2021年3月5日）に関する見解等について（回答） 

 

 

 

令和3年4月5日付け，原規規発第2104051号にてご依頼のありました，東京電力福

島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間とりまとめに関する見解等に

ついて，別紙のとおり回答いたします。 

 

 

別紙 

東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめに関す

る見解等 
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由 

（５）－１ 

水素爆発時の映像及び損傷状況を踏まえると、原子炉建
屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留した水素の
爆燃（水素濃度 8%程度）によって生じた圧力による可能性
が高い。 

① 無 原子炉建屋の破損の主要因について、異なる見解はない。 

② 要 
当社にて実施する廃炉作業の進捗に応じ、現場調査等で得られた情報をもとに、水素漏えいの排出経路に
関する情報として整理をする等、今後も継続的に知見を拡充していく。 

③ 

原子炉建屋への以下の水素漏えい抑制等の対策、評価を実施している。 
・トップヘッドフランジ、パーソナルエアロック、機器ハッチ等のガスケットを改良 EPDMに変更 
・バックアップシール材の塗布により、水素の漏えいを抑制（自主対策） 
・ウェル注水によるトップヘッドフランジ部の温度上昇抑制による影響緩和（自主対策設備） 
・原子炉建屋へ流出した水素を処理するため、オペフロに静的触媒式水素再結合装置（以下「PAR」という。）を設置 
・漏えいポテンシャルが高いと思われるハッチ等の近傍に水素漏えい検知器を設置（5箇所） 
・PARによる水素抑制対策を実施しているにも関わらずオペフロで顕著な増加が確認された場合のベント手順を整備 
・建屋トップベントの設置（自主対策設備） 
・オペフロ及び各階層の水素濃度が可燃限界未満に維持されることは解析により確認（原子炉建屋原子炉区域の各階
層は周回通路及び機器搬入用ハッチによりオペフロにつながっていることから、事故時に原子炉格納容器から漏えい
した水素は自然対流によりオペフロに流入し、PARにより適切に処理される） 

また、耐圧強化ベントラインからの逆流に関する設計，運用への反映事項ついては、（２）－２③に記載する。 

④ 特になし。 

（５）－２ 
また、3 号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙につい
ては水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高
い。 

① 無 3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙について、異なる見解はない。 

② 要 

検討会では、PCV 内のケーブル等の可能性が挙げられているが、ケーブルはもとより PCV 内の塗膜片及
びその他機器・構造物においても、有機材料を使用しているため、溶融炉心との接触によりそれらより可燃
性ガスが発生する可能性が推定される。 

これらの可燃性ガス発生メカニズムを把握することは必要と考えており、特定することは非常に困難である
と思われるが、当社は、物量の多いケーブルや塗料に対して発生する可燃性ガスの種類、量を把握し、そ
の結果に応じ、対応策について検討する。 

③ （５）－２②の検討結果を踏まえて対策を検討する。 

④ 特になし。 
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由 

（９）－１ 3号機のベント成功回数は 2回である。 

① 無 3号機のベント成功回数は 2回であるということについて、異なる見解はない。 

② 否 
未解明報告における推定のとおり、3号機のベント成功回数は 2回の可能性が高いと考えており、更なる調
査は不要と考える。 

③ 特になし。 

④ 特になし。 

（９）－２ 
3 号機のベント時に SGTS 配管を通じて 4 号機原子炉建
屋内に水素が流入、その後、40 時間に渡り同建屋内に水
素が滞留し、爆発に至った。 

① 無 
3 号機のベント時に SGTS 配管を通じて 4 号機原子炉建屋内に水素が流入、滞留し、その後に爆発に至っ
たということについて、異なる見解はない。 

② 否 更なる調査は不要と考える。 

③ 
福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所においては号機間で排気筒の共有はしておらず、他号機への水素流
入は発生しない設計としている。 

④ 特になし 

（９）－３ 

同建屋内に水素が滞留していた間には、同建屋周辺で作
業員による復旧作業が実施されていたことを踏まえると、
水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策
や復旧作業等の安全確保に関して検討する必要がある。 

① 無 
水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策や復旧作業等の安全確保に関して検討の必要性
について、異なる見解はない。 

② 否 更なる調査は不要と考える。 

③ 

設計、運用等への反映の考え方は以下のとおり。 
・原子炉建屋への水素漏えいを抑制する設計等への反映については、（５）－１③に記載する。 
・PAR等による原子炉建屋の水素爆発防止対策を実施しているが、それにも関わらず原子炉建屋内の水素濃度が2.2%
（可燃限界未満の濃度）に到達し、水素爆発発生の恐れがある場合には、原子炉建屋内への水素漏えい抑制を目的
に、ベントを実施する。ベントの実施により敷地内線量が上昇するため、放射線防護の観点から、ベント実施から敷地
内線量が低下するまでの間は屋外作業を禁止している。なお、ベントの実施に加えて建屋トップベントを実施したにも
関わらず、水素濃度が低下しない場合は、水素濃度が可燃限界に到達する前に、人身安全最優先の考え方に基づ
き、原子炉建屋周辺の屋外作業は禁止する等、運用の見直しを行う。 

④ 特になし。 
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由 

(２）－１ 

「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対
策としてのアクシデントマネジメントについて」（平成 4年 5
月、原子力安全委員会決定）を踏まえて、発電用原子炉
設置者が自主的な保安措置として当時整備したアクシデ
ントマネジメント対策（以下「AM 対策」という。）の 1 つであ
る耐圧強化ベントラインが重要安全施設である非常用ガ
ス処理系（以下「SGTS」という。）配管へ接続されていたこ
とにより、自号機のSGTS及び原子炉建屋内へのベントガ
ス（核分裂生成物、水素等）の逆流、汚染及び水素流入に
よる原子炉建屋の破損リスクの拡大を招いている。 

① 無 

SGTSを介したベントガスの逆流等により水素爆発を起こしたという見解について、異なる見解はない。 
なお、ベントガスの自号炉への逆流及び他号炉への流入については、SGTS と耐圧強化ベントラインを隔離
する弁が全交流動力電源喪失（以下「SBO」という。）により操作不能であり全開状態であったこと、ベントに
用いる排気ラインを号機間で共用していたことも要因の一つであると考える。 

② 要 
当社が SGTS フィルタトレイン調査により採取したサンプルについて、JAEA にて分析を行い、ベントガスの
流入経路やそのメカニズムに対する知見を引き続き拡充していく。 

③ （設計等への反映の考え方については、（２）－２③に記載する。） 

④ 特になし。 

(２）－２ 
これを踏まえ、設計基準対象施設等への接続を含めた
AM対策（耐圧強化ベントライン等）の設計、施工及び運用
の考え方を確認する必要がある。 

① 無 
設計基準対象施設等への接続を含めた AM 対策（耐圧強化ベントライン等）の設計、施工及び運用の考え
方を確認する必要性については、異なる見解はない。 

② 要 

AM対策の設計、施工、運用について、確認（整理）した結果は以下のとおり。 
【設計段階】 
・当時の AM 対策が福島第一原子力発電所事故において有効に機能しなかった理由（論点）を整理した結
果、基本設計段階において外部事象による全交流電源喪失及び複数号炉の同時被災が考慮されてなか
ったという点が要因として大きいと考える（添付 1）。 
・上記の論点に対して、福島第一原子力発電所を含む当社プラントにおける AM 対策の対応状況を整理し
た結果、いずれも設計の前提条件に差異は見受けられなかった（添付 2）。 
・AM 策として福島第一原子力発電所事故において機能したものを整理した結果、サポート系含め津波の
影響を受けなかった設備は当該機能に期待することが可能であった（添付 3）。なお、福島第一原子力発
電所 1～3号機は事故時に消防ポンプを消火系に接続し原子炉注水を行っているが、これらはAM策とし
て整備した設備の応用動作によるものであった。 
・詳細設計については、基本設計における要件どおり実施されており、確認された図書においては強度評
価・耐震評価なども適切に行われていた。また、当時の既工認に変更が必要となる設計変更である場合
は、必要な許認可手続きを実施していた。 
・設計基準対象施設等への接続についても、当時より悪影響を及ぼさないよう、耐震クラスは上流側に合
わせたクラスを適用するなど、現行の考え方との特段の相違はない（当時の通商産業省による検討報告
書（平成 6年）においても設計要件として明示されている事項）。 

【施工段階】 
・施工においても、必要に応じて電気事業法に基づく溶接検査の実施、各種作動確認を行うなど適切な品
質管理活動を実施している。 

【運用段階】 
・AM 対策設備に対する保全活動について、他の原子炉施設同様に適切な保全方式を設定し管理してお
り、保全重要度の考え方を採用した 2009年以降は、対策設備に該当した場合、保全重要度を最重要とし
て保全内容、周期を決定している。耐圧強化ベントラインのラプチャーディスクは 2 定検に 1 回交換を実
施している。 
・AM 対策設備の定例試験として、その機能を確認するための各実動作試験は実施されていないが、原子
炉注水や格納容器注水時に使用する電動駆動弁は、弁の単体開閉試験をプラント停止時の定例試験と
して実施している。耐圧強化ベントで使用する一次隔離弁は、プラント停止時の PCV パージ時に系統構
成として開操作する対象弁であり、手順に基づき動作確認を行っており、二次隔離弁は定期事業者検査
「原子炉格納容器隔離弁機能検査」において動作確認を行っている。 

なお、これら各段階において、AM対策整備報告書（平成 14年）以降、CRD注水の優先化、MCCI緩和の
ための操作反映など、その後の SAに関する知見に基づく運転手順の高度化は一部行われていたが、訓練
など通じた運用、設備の見直しなどの取り組みは行われていなかった。 
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由 

③ 

AM対策等への設計、運用等への反映の考え方は以下のとおり。 
・当時から考慮していた設計段階における考慮事項（悪影響の防止等）については、設計変更管理において適切に管
理することを継続する。 
・AM 対策が福島第一原子力発電所事故において有効に機能しなかった理由（論点）に対する安全設計上の確認事項
は、現行の安全対策設備では考慮した設計としており、SBOを含めた想定する重大事故等において、期待した機能が
発揮できるよう確認している。 
・また、不確かな事象及び新たな知見を反映する等、自ら原子力安全を向上させる（残余のリスクを低減させる）ための
対策（改善）の検討を継続的に行う（取り組み内容は「第 4 回 継続的な安全向上に関する検討チーム（2020 年 10 月
16日）」会合の「資料 2-3 継続的に安全性を高める取り組みについて（東京電力 HD）」参照）。 

ベントガスの逆流等に対しては、下記の内容を設計、運用等へ反映している。 
・耐圧強化ベントラインの排気経路における SGTS（SGTS 排風機入口側）及び原子炉区域・タービン区域換気空調系と
の接続箇所には、系統を隔離する弁を直列に各 2 弁ずつ設置している（通常時閉、電源喪失時にはフェイルクローズ
となる空気作動弁と通常時閉の手動弁）。 
・耐圧強化ベントラインの格納容器二次隔離弁より下流側における SGTS（SGTS フィルタ装置出口側）及び原子炉建屋
との接続箇所に設置される隔離弁については、耐圧強化ベントによるベント実施前に「閉」確認する運用としており、ま
た、炉心損傷後に耐圧強化ベントを使用する場合は、SGTS 出口弁直下の窒素供給ラインに可搬型窒素供給装置を
接続して窒素を供給することで、耐圧強化ベントラインから SGTS側へ逆流しないような構成としている。 
・フィルタベント系統においても、他系統への逆流を防止するため、他系統との隔離弁は直列に 2弁ずつ設置しており、
排気口については他系統と接続していない。また、隔離弁のうち、重大事故時に開状態となる可能性のある弁につい
ては、重大事故時にも使用可能な電源から給電するとともに、更なる信頼性向上のため弁駆動部からエクステンショ
ンを設置することで、二次格納施設外からの人力操作が可能な構成としている。 
・隔離弁については、定期検査時にこれらの隔離弁の分解点検、ならびに動作試験を実施できる構成としている。 

④ 特になし。 

 

  



 

本 原 原 発 第 ６ 号 

２０２１年５月１０日 

原子力規制庁原子力規制部 

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 竹内 淳 殿 

 

名古屋市東区東新町１番地  

中 部 電 力 株 式 会 社           

代表取締役社長  

社 長 執 行 役 員 

 

「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」  

（2021 年 3 月 5 日）に関する見解等について（回答）  

 

 

令和３年４月５日付け原規規発第 2104051 号をもって依頼のありました件につ

いて、別紙のとおり回答いたします。  

 

別紙：中間取りまとめに関する見解等の回答  

以 上 

 

 

 

 

林 欣吾 



番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
　1F3,4号機の原子炉建屋の内部の損傷状況などから、原子炉建屋の破損の主要因は、原子炉
建屋内に滞留した水素の爆燃によって生じた圧力による可能性が高いとの見解について異なる
見解はありません。

② 否 　原子炉建屋の破損の主要因が明らかにされているため、更なる調査は不要と考えます。

③

④

① 無
　1F3号機の水素爆発時の超画像処理映像から、水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性
が高いとの見解について異なる見解はありません。

② 要
　1F3号機における水素以外の可燃性ガスに関する組成・発生量や可燃限界量などの知見を収
集する必要があると考えます。（原子力規制庁の調査に協力）

③

④

（５）－２
また、3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙に
ついては水素以外の可燃性ガスが寄与している可
能性が高い。

　PCVから漏えいする可能性がある可燃性ガスについては、（５）－１③に記載の通り発生量の多い水素に
着目し、リークポテンシャルの高い箇所における検知・監視などの対策が有効であると考えています。
　水素以外の可燃性ガスの発生源や水素爆発防止対策に対する影響など、今後、可燃性ガスに関する知
見等を収集し、必要な対策を検討するなど更なる安全性向上に取り組んでいきます。

該当無し

（５）－１

　水素爆発・爆燃についてはトリガーを特定することは困難であり、水素を滞留させないようにすることが重
要と考えています。
　重大事故等時の水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する対策の基本方針として、まず水素の発
生を防止する対策、次にPCVからの水素の漏えいを防止する対策、更にはPCVから漏えいした水素を原子
炉建屋外に排出する対策を実施します。
　PCVから原子炉建屋に水素が漏えいした場合には、SGTSにより放射性物質を低減しつつ漏えいした水
素を含むガスを原子炉建屋外に排出し、原子炉建屋内の水素濃度が可燃限界未満に維持されていること
を水素濃度計（原子炉建屋オペレーションフロア及び下層階のＰＣＶハッチ等のリークポテンシャルが高いと
考えられる場所に設置）により監視します。
　
　また、原子炉建屋の水素濃度を可燃限界未満（４％未満）に維持できないような水素の異常な漏えいの兆
候が見られる場合は、FCVSによるPCVベントへの移行および原子炉建屋ベント系による原子炉建屋外へ
の水素排出の手順を整備することとしています。

該当無し

水素爆発時の映像及び損傷状況を踏まえると、原子
炉建屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留し
た水素の爆燃（水素濃度8%程度）によって生じた圧
力による可能性が高い。

9



番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
　1F3号機における減圧挙動から、ベント成功回数は2回であるとの見解について異なる見解はあ
りません。

② 否 　ベント成功回数が明らかになっているため、更なる調査は不要と考えます。

③

④

① 無
　1F3号機における2回目のベント後1F4号機の水素爆発までの時間から、40時間に渡り同建屋
内に水素が滞留し、爆発に至ったとの見解について異なる見解はありません。

② 否 　1F4号機の水素爆発までの時系列が明らかになっているため、更なる調査は不要と考えます。

③

④

① 無
　水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策や復旧作業等の安全確保に関して検
討する必要があるとの見解について異なる見解はありません。

② 否
　水素爆発が発生した際の建屋及び建屋周辺への影響は明らかになっているため、更なる調査
は不要と考えます。

③

④

（９）－３

同建屋内に水素が滞留していた間には、同建屋周
辺で作業員による復旧作業が実施されていたことを
踏まえると、水素が滞留した原子炉建屋等における
重大事故等対策や復旧作業等の安全確保に関して
検討する必要がある。

（９）－２③に記載。

該当無し

（９）－１ 3号機のベント成功回数は2回である。

１－（１）③と同じ。

該当無し

（９）－２
3号機のベント時にSGTS配管を通じて4号機原子炉
建屋内に水素が流入、その後、40時間に渡り同建屋
内に水素が滞留し、爆発に至った。

　浜岡3～5号機では排気筒を共用していないことから、1F3,4号機のような他号機からの水素の流入が起こ
ることがありません。
　PCVから原子炉建屋への水素の漏えいについては、原子炉建屋オペフロやPCVハッチ等付近に水素濃
度計を設置して監視します。
　水素濃度に異常が検知された場合は原則として速やかに作業員を退避させることとし、詳細は今後検討
していきます。

該当無し
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原 第 11 号 

2021年５月６日 

原子力規制庁 原子力規制部 

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 

竹内 淳 殿 

北陸電力株式会社 

代表取締役社長 

社長執行役員 

 

「『東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ』

(2021年 3月 5日)に関する見解等について（依頼）」に対する回答 

 

平素は格別のご高配を賜り，厚く御礼申し上げます。 

さて，令和３年４月５日付け（原規規発第 2104051 号）にてご依頼のありま

した「『東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまと

め』(2021 年 3 月 5 日)に関する見解等について（依頼）」につきまして，別紙

のとおり回答いたしますので，ご査収下さいますようお願いします。 

 

以 上 

 

別紙 「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまと

め」(2021年 3月 5日)に関する当社見解等の回答（北陸電力） 

金井 豊 



番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無

　今回の中間取りまとめの内容や東京電力の調査状況※を踏まえ，原子炉建屋の破損の主要因は原
子炉建屋内に滞留した水素の爆燃によって生じた圧力による可能性が高いことについて，当社とし
て異なる見解はありません。

※：未解明問題報告書 添付資料1-10「1号機原子炉建屋で発生した水素爆発の解析」

② 要
　1Fで発生した原子炉建屋内水素爆発については，爆発の発生箇所等について更なる調査が必要と
考えております。本件は，貴庁又は他電力会社殿で引き続き調査・検討されるものと考えておりま
す。なお，調査・検討にあたって当社プラントデータの提供等，必要な協力はさせて頂きます。

③

④

（５）－１
水素爆発時の映像及び損傷状況を踏まえると、原子炉建
屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留した水素の爆
燃（水素濃度8%程度）によって生じた圧力による可能性が
高い。

　志賀2号機では，原子炉建屋の水素対策として次の施策（検知・処理・排出）を実施する予定です（一部実
施済）。
　・原子炉建屋オペフロに原子炉建屋可燃性ガス再結合器及び水素濃度計を設置
　・ブローアウトパネルを現場で手動開放し，原子炉建屋から排出する設備及び手順を整備

　さらに，上記に加え次の施策を実施することを検討しております。
　・開放面積が広い格納容器ハッチ付近に水素濃度計を設置し，原子炉建屋内の広い範囲で漏えいを検知
　・原子炉建屋内の水素濃度上昇を検知した場合は，格納容器フィルタ付ベント装置にて格納容器内の水素
　　を大気中へ放出し，原子炉建屋への水素漏えいを抑制
　・格納容器ハッチから原子炉建屋可燃性ガス再結合器がある原子炉建屋オペフロに水素を導く経路を確保

　その他，格納容器からの水素漏えい防止対策として次の施策を実施する予定です。
　・常設又は可搬型ポンプによる格納容器スプレイによる格納容器内冷却
　・常設ポンプ，可搬型熱交換設備等を用いた格納容器内除熱
　・格納容器トップヘッドフランジ等のシール材を改良EPDMに変更
　・原子炉ウェル注水による格納容器トップヘッドフランジの冷却

　志賀1号機も，再稼働に際しては志賀2号機と同様の対応を実施する予定です。

な　し
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
　1F3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙は水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高
いことについては，当社として異なる見解はありません。

② 要

　水素以外の可燃性ガスの寄与の有無，有の場合はその種類と量について，今後の更なる調査・検
討が必要と考えております。本件は，貴庁又は他電力会社殿で引き続き調査・検討されるものと考
えております。なお，調査・検討にあたって当社プラントデータの提供等，必要な協力はさせて頂
きます。

③

④

（５）－２
また、3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙について
は水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高い。

　水素以外の可燃性ガスの寄与の有無，有の場合はその種類と量が判明していない段階であることから，今
後の調査・検討結果を踏まえて適切に対応してまいります。

な　し
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無

　今回の中間取りまとめの内容や東京電力の調査状況※を踏まえ，1F3号機のベント成功回数が2回
であったことについては，当社として異なる見解はありません。

※：未解明問題報告書 添付資料3-8「3号機格納容器からの漏えいと大量の蒸気放出について」

② 否 　現状，更なる調査・検討は必要と考えておりません。

③

④

（９）－１ 3号機のベント成功回数は2回である。

　1F3号機では，格納容器ベント操作を複数回実施したものの，ベント弁駆動用空気圧の不足，ベント弁励磁
回路の不具合，小型発電機の故障による電磁弁励磁維持の問題等が原因でベント弁が開しなかったと考えら
れています。
　志賀2号機では，1F事故以前から耐圧強化ベント系の格納容器ベント弁（空気作動弁）にはボンベセットに
よる空気供給手段を整備していました。また，格納容器ベント弁には手動ハンドルを設置しており，全交流
動力電源喪失時においても現場操作が可能な設計でした。さらに，1F事故後には圧縮空気ボンベの追加配備
や小型発電機等の配備を実施しております。
　また，新たに設置する格納容器フィルタ付ベント装置の格納容器ベント弁は電動弁とし，非常用交流電源
設備が喪失した場合に備えてガスタービン発電機等を配備する予定です。さらに格納容器ベント弁に対して
遠隔手動操作機構を設け，二次格納施設外から遠隔で手動操作が可能な設計とする予定です。

　志賀1号機も，再稼働に際しては志賀2号機と同様の対応を実施する予定です。

な　し
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無

　今回の中間取りまとめの内容や東京電力の調査状況※を踏まえ，1F3号機のベント時に非常用ガ
ス処理系配管を通じて4号機原子炉建屋内に水素が流入し，その後，40時間に渡り同建屋内に水素
が滞留し，爆発に至ったことについては，当社として異なる見解はありません。

※：未解明問題報告書 添付資料3-8「3号機格納容器からの漏えいと大量の蒸気放出について」

② 否 　現状，更なる調査・検討は必要と考えておりません。

③

④

（９）－２
3号機のベント時にSGTS配管を通じて4号機原子炉建屋
内に水素が流入、その後、40時間に渡り同建屋内に水素
が滞留し、爆発に至った。

　志賀2号機では，原子炉建屋内水素濃度計の指示値上昇等，原子炉建屋で水素爆発が起こる恐れがある場合
には，原子炉建屋内及びその周辺での作業を禁止する等の安全措置について今後検討し，反映していきま
す。

　志賀1号機も，再稼働に際しては志賀2号機と同様の対応を実施する予定です。

　なお，志賀1/2号機においては，プラント間で排気筒を共用していないため，他号機へのベントガス（水
素，核分裂生成物等）の流入は構造上起こりえません。

な　し
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
　水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策や復旧作業等の安全確保に関して検討する
ことについて，当社として異なる見解はありません。

② 否 　現状，更なる調査・検討は必要と考えておりません。

③

④

（９）－３

同建屋内に水素が滞留していた間には、同建屋周辺で作
業員による復旧作業が実施されていたことを踏まえると、
水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策
や復旧作業等の安全確保に関して検討する必要がある。 （９）－２③に記載

な　し
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関 原 発 第７１号  
２０２１年５月１０日  

 
原子力規制庁原子力規制部  
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長  
竹内 淳 殿  
 

大阪市北区中之島３丁目６番１６号  
関 西 電 力 株 式 会 社 
執行役社長      森本  孝  

 
 
「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」 

（2021 年 3 月 5 日）に関する見解等について（回答）  
 
 

令和３年４月５日付け原規規発第 2104051 号をもって依頼のありました

件について、別紙のとおり回答いたします。  
 
 
別紙：中間取りまとめに関する見解等の回答（関西電力株式会社）  
 

以 上  













電 原 設 第 ５ 号 

2021年 5月 10日 

 

 

原子力規制庁原子力規制部 

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 

 竹内 淳 様 

 

 

中国電力株式会社 

代表取締役社長執行役員 

清水 希茂 

 

 

「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」 

（2021年 3月 5日）に関する見解等について（回答） 

 

 

令和３年４月５日付け『「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係

る中間取りまとめ」（2021年 3月 5日）に関する見解等について（依頼）』（原規規

発第 2104051号）にて依頼のありました件について，別添のとおり回答致します。 

 

以 上 

 

（別添） 中間取りまとめに関する見解等の回答（中国電力株式会社） 



番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 有

水素爆発時の映像分析から３号機の水素爆発は単純な非常に短時間での爆発ではないこと，原子炉建屋
３階天井部の梁等の損傷状況及び爆発応答解析結果から原子炉建屋４階での水素の爆燃が示唆されて
いることについて，異なる見解は無い。
ただし，原子炉建屋４階の水素濃度が８%程度で爆燃が発生したのかについては知見拡充が必要である。

② 要

３号機の原子炉建屋４階で水素の爆燃が発生したことについて，原子炉建屋４階への水素の漏えい経路及
び爆燃に至った水素濃度に関する調査が必要である。
調査については，プラント状況を確認する必要があるため，東京電力HDにより実施されることが適切と考え
る。

③

④

① 無
水素爆発時の映像で確認された火炎の色から，３号機の水素爆発において水素ガス以外の可燃性ガスが
寄与している可能性があることについて，異なる見解は無い。

② 要
PCV内の水素ガス以外の可燃性ガスの発生が水素爆発を助長するものであったのか調査が必要である。
調査については，３号機の水素爆発の詳細な状況について調査・分析を実施している原子力規制庁の調査
に協力する。

③

④

（５）－２
また、3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙について
は水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高い。

【島根１号機】（廃止措置中）
　廃止措置段階であり，原子炉内に燃料を装荷することはなく，原子炉建物内で水素爆発に至る事象は考えられない
ため対策不要。
【島根２号機】
　SA時に発生する可燃性ガスに関して，MCCIによりペデスタル内の壁面コンクリートが約４cm侵食されることで約１kg
のCOが発生するが，COがPCV気相部に均一に分布すると仮定した場合，CO濃度は約0.004%であり，COの可燃限界
濃度12.5%よりはるかに低いと評価している。
　可燃性ガスによる爆発に関しては，事故時の発生量が多く，可燃限界濃度も低い水素ガスに着目し，水素爆発対策
を実施している。
【島根３号機】（建設中）
　新規制基準対応として，島根２号機と同様の対応を実施する予定である。

その他の見解等は無い。

（５）－１
水素爆発時の映像及び損傷状況を踏まえると、原子炉建
屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留した水素の
爆燃（水素濃度8%程度）によって生じた圧力による可能性
が高い。

【島根１号機】（廃止措置中）
　廃止措置段階であり，原子炉内に燃料を装荷することはなく，原子炉建物内で水素爆発に至る事象は考えられない
ため対策不要。
【島根２号機】
　PCVのハッチ等のシール部からの水素ガスの漏えいを想定し，ハッチ等のシール材を改良EPDM製シール材へ変更
するとともに，ハッチ等の付近には水素濃度計を設置し，原子炉建物水素濃度2.5vol%到達時点でベントを実施する手
順を整備しているため，オペフロより下層階の水素爆発を防止できる設計としている。
　また，水素を含む高温のガスは開口（大物搬入口）を通じて上昇すると考えられることから，オペフロに静的触媒式水
素処理装置（以下「PAR」という。）を設置することとしている。
　なお，D/W主フランジからオペフロに水素ガスが漏えいすることを想定した場合には，オペフロから開口（大物搬入口）
を通じて下層階に水素ガスが流入することも考えられるが，その場合でもオペフロにPARを設置することにより，各フロ
アの水素濃度が可燃限界未満となることを確認している。
【島根３号機】（建設中）
　新規制基準対応として，島根２号機と同様の対応を実施する予定である。

その他の見解等は無い。
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無 ベント成功回数については，PCVの減圧速度等から２回と考えられるため，異なる見解は無い。

② 否 ベント成功回数については，PCVの減圧速度等から２回と考えられるため，更なる調査は不要である。

③

④

① 無
４号機原子炉建屋内における水素爆発については，水素ガスを大量に含む３号機のベントガスがSGTS配
管を通じて４号機原子炉建屋内に流入し，その後，40時間に渡り同建屋内に水素が滞留し，爆発に至った
と考えられるため，異なる見解は無い。

② 否
４号機原子炉建屋内における水素爆発については，水素ガスを大量に含む３号機のベントガスがSGTS配
管を通じて４号機原子炉建屋内に流入し，その後，40時間に渡り同建屋内に水素が滞留し，爆発に至った
と考えられるため，更なる調査は不要である。

③

④

（９）－１ 3号機のベント成功回数は2回である。

【島根１号機】（廃止措置中）
　廃止措置段階であり，原子炉内に燃料を装荷することはなく，ベントに至る事象は考えられないため対策不要。
【島根２号機】
　格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントラインについては，ベントを複数回実施可能な設計であるが，ベント実
施後においては，残留熱除去系等のPCV除熱機能の復旧をもって，ベントを停止する運用としていることから，ベント弁
の開閉操作は複数回実施しない運用としている。
　なお，格納容器フィルタベント系については，ベント弁をフェールアズイズのMO弁としており，駆動源喪失時において
も弁が閉止することはない。
【島根３号機】（建設中）
　新規制基準対応として，島根２号機と同様の対応を実施する予定である。

その他の見解は無い。

（９）－２
3号機のベント時にSGTS配管を通じて4号機原子炉建屋
内に水素が流入、その後、40時間に渡り同建屋内に水素
が滞留し、爆発に至った。

【島根１号機】（廃止措置中）
　廃止措置段階であり，原子炉内に燃料を装荷することはなく，ベントに至る事象は考えられないため対策不要。
【島根２号機】
・ 格納容器フィルタベント系は，他号機の設備と共用しない設計としており，他号機へのベントガスの流入は生じない。
・ 耐圧強化ベントラインは，各号機のSGTS配管を他号機のSGTS配管と共用しない設計としており，他号機へのベント
ガスの流入は生じない。
【島根３号機】（建設中）
・ 格納容器フィルタベント系は，新規制基準対応として，島根２号機と同様の対応を実施する予定である。
・ 耐圧強化ベントラインは，各号機のSGTS配管を他号機のSGTS配管と共用しない設計としており，他号機へのベント
ガスの流入は生じない。

その他の見解等は無い。
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無 原子炉建物内については，水素が滞留していたと考えられるため，異なる見解は無い。

② 否 原子炉建物内については，水素が滞留していたと考えられるため，更なる調査は不要である。

③

④

（９）－３

同建屋内に水素が滞留していた間には、同建屋周辺で作
業員による復旧作業が実施されていたことを踏まえると、
水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策
や復旧作業等の安全確保に関して検討する必要がある。

【島根１号機】（廃止措置中）
　廃止措置段階であり，原子炉内に燃料を装荷することはなく，原子炉建物内で水素滞留に至る事象は考えられない
ため対策不要。
【島根２号機】
　PCVからの漏えいが想定される箇所（原子炉建物原子炉棟４階，SRV補修室，CRD補修室，所員用エアロック室，トー
ラス室）及びSGTS吸込配管近傍に水素濃度計を設置し，水素の漏えい状況を監視する設計としており，水素濃度計の
指示値が上昇した場合には，PCVからの漏えいが考えられることから，運転員はベントによる水素排出及びPARによる
水素処理状況を確認する運用とする。
　また，建物周辺（屋外含む）で作業を実施している緊急時対策要員については，水素濃度計の指示値が上昇した場
合は，緊急時対策本部の指示に従って，ベント実施基準（2.5vol%）までに，安全確保のため緊急時対策所等に待避す
る運用とする。
【島根３号機】（建設中）
　新規制基準対応として，島根２号機と同様の対応を今後実施する予定である。

その他の見解は無い。

17

























発 室 発 第 1 3 号 

2 0 2 1 年 5 月 10 日 

原子力規制庁原子力規制部 

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長 

竹 内  淳  殿 

東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

日本原子力発電株式会社 

取締役社長  村 松  衛

「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」 

（2021 年 3 月 5 日）に関する見解等について（回答） 

令和 3 年 4 月 5 日付『「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析

に係る中間取りまとめ」（2021 年 3 月 5 日）に関する見解等について』（原

規規発第 2104051 号）をもって依頼のありました当社への見解等の聴取に

ついて，別添のとおり回答いたします。 

別 添 

中間取りまとめに関する見解等の回答（別紙２） 

以 上 



番号 事項 回答項目 回答内容，理由

① 無 中間取りまとめに記載のとおりであると考えられ，異なる見解はない。

② 要
　1Fにおける水素燃焼発生時の着火位置や燃焼条件については未だ不明確な部分が多く，継続的に調査・
検討が必要と考える。（原子力規制庁の調査に協力）

③

④

① 無 火炎等の性状により，水素以外の可燃性ガスが含まれていた可能性について異なる見解はない。

② 要
　1F3号機における水素以外の可燃性ガスについては，その発生メカニズムや発生源（有機化合物等の種
類・場所・量）について継続的に調査・検討する必要があると考える。（原子力規制庁の調査に協力）

③

④

（５）－２
また，3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙につい
ては水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高
い。

　原則として，可燃性ガス対策においては水素の処理・漏えい低減及び排出により，PCV内外における水素燃焼を防止
することが重要であると考えており，(5)-1③に記載のような各種対策を確実に実施・維持していく。その上で，水素以外
の可燃性ガスの発生可能性や燃焼への影響についても，新たな知見を入手する都度，事故対策や手順への反映を検
討していく。

なし

（５）－1
水素爆発時の映像及び損傷状況を踏まえると，原子炉
建屋の破損の主要因は，原子炉建屋内に滞留した水素
の爆燃（水素濃度8%程度）によって生じた圧力による可
能性が高い。

　1F事故以前においては，炉心損傷及びPCV破損を防止することを主眼にAM整備を行っていた。
　1F事故における教訓等を踏まえ，SA時に想定される水素の発生・漏えい量を保守的に想定した上で，必要な容量を
有する水素濃度低減設備をPCV内又は原子炉建屋内に設置する。また，原子炉建屋内のPCVからの漏えいが想定さ
れる箇所に水素濃度計を設置するとともに，想定を上回る水素濃度の上昇が生じた場合でも，水素濃度が可燃領域に
至る前に水素を排出するための設備及び手順を整備する。
　上記の検討においては，トップヘッドフランジや機器ハッチといった水素の漏えい可能性のある各所について，漏えい
量等を保守的に設定した上で対策の有効性を確認している。

なし
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番号 事項 回答項目 回答内容，理由

① 無 中間取りまとめに記載のとおりであると考えられ，異なる見解はない。

② 否
1F3号機におけるPCV圧力やベントに係る挙動については，概ね把握されており，更なる調査・検討は不要で
ある。

③

④

① 無 中間取りまとめに記載のとおりであると考えられ，異なる見解はない。

② 否
　1F4号機における水素の流入・滞留及び爆発の推移については概ね把握されており，更なる調査・検討は
不要である。

③

④

① 無 中間取りまとめに記載のとおりであると考えられ，異なる見解はない。

② 否 1F4号機における水素爆発時の状況については概ね把握されており，更なる調査・検討は不要である。

③

④

（９）－３

同建屋内に水素が滞留していた間には，同建屋周辺で
作業員による復旧作業が実施されていたことを踏まえる
と，水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等
対策や復旧作業等の安全確保に関して検討する必要が
ある。

　(5)-1③に記載のとおり，原子炉建屋における水素濃度の上昇及び水素燃焼の発生が生じないように，種々の対策を
実施する。その上でなお原子炉建屋の水素濃度が想定を超えて上昇する場合の運用（周辺作業の禁止等）について，
検討を行う。

なし

（９）－1 3号機のベント成功回数は2回である。 　PCVベント設備の信頼性確保については(1)-1③に記載のとおりであり，必要な際に確実にベント操作ができるよう配
慮する。
　これに加え，ベント操作実施時は，PCV内やベント設備に付随する計測機器により，ベント設備が確実に作動している
ことを確認する手段及び手順を整備する。

なし

（９）－２
3号機のベント時にSGTS配管を通じて4号機原子炉建屋
内に水素が流入，その後，40時間に渡り同建屋内に水
素が滞留し，爆発に至った。

　原子炉建屋における水素対策については，(5)-1③に記載のとおりであり，水素燃焼が発生しないよう種々の対策を実
施する。

なし
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番号 事項 回答項目 回答内容，理由

① 無 中間取りまとめに記載のとおりであると考えられ，異なる見解はない。

② 否
　東京電力福島第一原子力発電所（以下「1F」という。）2号機において，ベントが成功しなかった要因（PCV圧
力とRD作動圧力との関係）については概ね解明されており，更なる調査・検討は不要である。

③

④

① 無 事象進展に応じた事故対策の目的・役割を検討・整理することは重要であり，異なる見解はない。

② 否
　PCV破損防止対策は，各種のPCV破損モード及び事象進展に応じて，その役割や目的を明確にした上で
設計及び手順整備を行うため，更なる調査・検討については不要である。

③

④

① 無 中間取りまとめに記載のとおりであると考えられ，異なる見解はない。

② 否
　1F3号機におけるADSの作動及びそれに伴うPCV圧力の挙動については分析されたものと相違ないと考え
ているため，更なる調査・検討は不要である。

③

④

　敦賀発電所1号機は，耐圧強化ベント系をAM策として採用していない。
　（耐圧強化ベント系のCDF低減効果は小さいと判断したため）
　AM策としては，一弁の開動作のみによって除熱可能な非常用復水器（以下「IC」という。）への更なる水補給手段を整
備することとした。
　（交流電源喪失時においても炉心冷却及び除熱が可能である特徴を考慮したため）

なし

なし

なお，3号機のRDにおいてもベントラインの系統構成完
了時点では作動圧力には到達しておらず，その後の意
図しない自動減圧系（以下「ADS」という。）の動作に伴っ
てRDが破裂したことでベントに成功している。

（1）－３
　東海第二発電所のADSは，1F3号機と機能は同じである。ただし，1F3号機と比較して，低圧非常用炉心冷却系（以下
「ECCS」という。）作動の判定圧力設定値を高く（0.69MPa[gage]）しているため，意図しない状況で作動することは考え難
い設計となっている。
　敦賀発電所1号機のADSに相当する自動ブローダウン系は，1F3号機と機能は同じである。ただし，作動条件に低圧
ECCS作動が含まれておらず，1F3号機とは異なる設計となっていた。

2号機における原子炉格納容器ベント（以下「ベント」とい
う。）は，主要な隔離弁の開操作など，ベントラインの系
統構成は完了していたが，ラプチャーディスク（以下「RD」
という。）の作動圧力（528kPa abs（原子炉格納容器（以
下「PCV」という。）の設計圧力の1.1倍））に到達せず，ベ
ントは成功しなかった。

このことを踏まえると，事象進展に応じたPCV破損防止
対策の意義や役割を検討する必要がある。

（1）－1

（1）－２

　東海第二発電所におけるアクシデントマネジメント（以下「AM」という。）整備時の耐圧強化ベント系のRD作動圧力の設
計思想は，1Fと同様であり，RD作動圧力を約 kPa[gage]（1Pd：310kPa[gage]に の誤差を考慮）に設定していた。
　（当時のPRAの知見に基づき，崩壊熱除去機能喪失を起因とするCDFの低減効果に着目する等，主にPCVの過圧破
損を防止するための設備として期待していたこと，設計基準を超えた状態での使用を想定していたことにより，PCV最高
使用圧力でのRD作動圧力の設定は妥当なものと判断していた。）
　1F事故時の教訓を踏まえ，PCVベント設備は必要なときに確実に使用できるよう，弁を遠隔操作・現場操作するため
の設備や手順を整備するとともに，ベント操作時に確実に作動する低いRD作動圧力（東海第二発電所の場合：約
0.08MPa[gage]）を設定する。

　AM整備時は，PCVからの除熱機能をさらに向上させるものとして，過圧破損防止に係るAM策を抽出していた。
　重大事故等（以下「SA」という。）対策の有効性評価に係るシーケンス選定においては，耐圧強化ベント系をはじめとし
たAM策を考慮しないPRA結果に基づき，事故シーケンスの選定及び必要な対策の検討を行っている。
　その上で，事象進展に応じて各種のPCV破損防止対策に期待される役割等を明確にした上で容量・耐性その他の設
計を行い，それらを使用する判断基準についても，過圧／過温破損防止や水素燃焼防止といった目的ごとに明確に手
順化することで，確実かつ効果的に機能を発揮できるよう配慮している。

2
本資料のうち、　　は商業秘密又は核物質防護上の観点から公開できません。



原 技 発 第 ５ 号 

令和３年５月１０日 

 

 

原子力規制庁原子力規制部  

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長  竹内  淳  殿 

 

 

東京都中央区銀座六丁目 15番１号 

電源開発株式会社 

代表取締役社長 社長執行役員 渡部 肇史 

 

 

「東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析に係る中間取りまとめ」 

（2021年 3月 5日）に関する見解等について（回答） 

 

 

令和３年４月５日付け原規規発第 2104051 号をもって依頼のありました件について、別紙の

とおり回答いたします。 

 

 

別紙：中間取りまとめに関する見解等の回答 

 



番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
1F事故中間取りまとめに記載の1F-3号機及び1F-4号機原子炉建屋内部の損傷状況を踏まえると，原子炉
建屋破損の主要因は，水素の爆燃現象によって生じた圧力による可能性が高いと考えるため，異なる見解
はない。

② 要
1F事故を踏まえ，当社では，原子炉建屋での水素燃焼防止対策を講じている。一方で，1F-3号機及び1F-
4号機について，水素の爆燃が最初に生じた可能性のある場所や着火要因等明らかとなっていない事項が
あると考えるため，事故分析検討会として，更なる調査・検討が必要と考える。

③

④

（５）－１
水素爆発時の映像及び損傷状況を踏まえると、原子炉建
屋の破損の主要因は、原子炉建屋内に滞留した水素の
爆燃（水素濃度8%程度）によって生じた圧力による可能性
が高い。

・原子炉建屋での水素燃焼を防止する観点では，原子炉建屋内への水素漏えいを防止することが重要と考え，PCV
シール材を改良EPDM製シール材等とし，新たに原子炉ウェル注水機能を設け，主要な漏えいパスになり得るPCVトッ
プヘッドフランジを冷却する設計としている。
・また，PCVから原子炉建屋内へ水素漏えいが発生した場合に備え，オペレーティングフロア（以下「オペフロ」という。）
に新たに設置する静的触媒式水素再結合装置（以下「PAR」という。）により，オペフロの水素濃度が上昇することを防
止する設計としている。
・PARの処理能力を超える水素漏えいが発生した場合に備え，オペフロに新たに設置する水素濃度計にて水素濃度を
監視し，オペフロの水素濃度が一定の基準に到達した場合にはベントを実施し，PCVからの水素漏えいを抑制するこ
ととしている。更に水素濃度が上昇する場合に備え，ブローアウトパネルを開放して水素を排出するとともに放水砲を
用いた放水によりFPの環境への拡散を抑制する対策を整備することとしている。
・オペフロより下階からの水素漏えいに対しては，漏えいの可能性のあるハッチ等が設置されている区画（小部屋）か
ら水素が区画外へ速やかに排出されるよう設計し，区画外へ排出された水素をオペフロに導くための経路を確保して
いる。
・ハッチ等が設置されている区画においては，新たに設置する水素濃度計にて水素濃度を監視し，水素濃度が一定の
基準に到達した場合にはベントを実施し，PCVからの水素漏えいを抑制することとしている。
・なお，PCVトップヘッドフランジ，ハッチ等からの水素漏えいを考慮した場合でも，オペフロ及びオペフロより下階が水
素の可燃限界に至らないことを評価により確認している。
・事故分析検討会における更なる調査・検討にて，新たな知見が得られた場合には，必要な対応について検討を実施
する。

①～③以外に追加の見解や意見はない。
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
1F事故中間取りまとめに記載の水素爆発の発生前後の原子炉建屋の映像図等を踏まえると，1F-3号機の
火災や爆煙については，水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高いと考えるため，異なる見解
はない。

② 要
1F事故を踏まえて，当社では，水素以外の可燃性ガスに関する知見等を収集することとしている。なお，事
故分析検討会に対して，現在計画されているものに加え，更なる調査・検討を求める事項はない。

③

④

（５）－２
また、3号機の水素爆発で生じている火炎や爆煙について
は水素以外の可燃性ガスが寄与している可能性が高い。 ・ＳＡ時においてＰＣＶ内で発生する可燃性ガスは水素が支配的になるため，PCV内ガスの原子炉建屋への漏えい防

止対策（詳細は（５）－１③を参照）を確実に実施・維持していくことが重要と考える。
・その上で，水素以外の可燃性ガスの発生メカニズム，発生量，種類，燃焼への影響等，今後，水素以外の可燃性ガ
スに関する知見等を収集し，必要な対策について検討を実施する。
・事故分析検討会における調査・検討にて，新たな知見が得られた場合には，必要な対応について検討を実施する。

①～③以外に追加の見解や意見はない。
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
1F事故中間取りまとめに示される1F-3号機のPCV圧力の変化を踏まえると，ベント成功回数は2回と考え
るため，異なる見解はない。

② 否
当社では，意図したタイミングで確実にベントを実施できるよう，設計・運用の対応を実施している。したがっ
て，事故分析検討会に対して，更なる調査・検討を求める事項はない。

③

④

（９）－１ 3号機のベント成功回数は2回である。

①～③以外に追加の見解や意見はない。

・新たに設置する FCVS は，意図したタイミングで確実にベントを実施できるよう，以下の設計・運用の対応を実施し
ている。 
・排気経路に設置している電動駆動の隔離弁は，中央制御室からの遠隔操作に加えて，現場での手動操作が可能
な設計としている。 
・現場での手動操作は，SA 時の環境条件を考慮して，操作の成立性を確認している。 
・また，排気経路には PCV 隔離機能の維持を目的とした RD は設置しない設計とし，系統への窒素封入を目的とし
て設置する RD は，RD 前後の差圧が  kPa で破裂する設計としている。 
・設置する RD は，試験により設計破裂圧力付近で破裂することを確認する。 
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無
1F事故中間取りまとめに示される1F-3号機及び1F-4号機のSGTSの設計及び1F事故時に1F-4号機が定
期検査中であったことを踏まえると，1F-3号機のベントにより1F-4号機の原子炉建屋内に水素が流入し，
約40時間後に爆発に至ったと考えることから，異なる見解はない。

② 否

1F-4号機の原子炉建屋内に水素が流入し，約40時間後に水素爆発に至った経緯は，明らかになっている
ものと考える。これを踏まえ，当社では，原子炉建屋にベントガスが逆流しない設計とし，原子炉建屋の水
素濃度監視が可能な設計としている。したがって，事故分析検討会に対して，更なる調査・検討を求める事
項はない。

③

④

（９）－２
3号機のベント時にSGTS配管を通じて4号機原子炉建屋
内に水素が流入、その後、40時間に渡り同建屋内に水素
が滞留し、爆発に至った。

・新たに設置するFCVSの排気経路は，PCVから主排気筒上端までDB設備と独立した設計とし，他の系統を介して原
子炉建屋へのベントガスの逆流が生じ得ない設計としている。
・PCVから原子炉建屋への水素の漏えいに対しては，オペフロに新たに設置するPARにより，オペフロの水素濃度が
上昇することを防止する設計としている。
・PARの処理能力を超える水素漏えいが発生した場合に備え，オペフロに新たに設置する水素濃度計にて水素濃度を
監視し，オペフロの水素濃度が一定の基準に到達した場合にはベントを実施しPCVからの水素漏えいを抑制すること
としている。更に水素濃度が上昇する場合に備え，ブローアウトパネルを開放して水素を排出するとともに，放水砲を
用いた放水によりFPの環境への拡散を抑制する対策を整備することとしている。
・オペフロより下階からの水素漏えいに対しては，漏えいの可能性のあるハッチ等が設置されている区画（小部屋）か
ら，水素が区画外へ速やかに排出されるよう設計し，区画外へ排出された水素をオペフロに導くための経路を確保し
ている。
・ハッチ等が設置されている区画においては，新たに設置する水素濃度計にて水素濃度を監視し，水素濃度が一定の
基準に到達した場合には，ベントを実施しPCVからの水素漏えいを抑制することとしている。
・なお，PCVトップヘッドフランジ，ハッチ等からの水素漏えいを考慮した場合でも，オペフロ及びオペフロより下階が水
素の可燃限界に至らないことを評価により確認している。

①～③以外に追加の見解や意見はない。
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番号 事項 回答項目 回答内容、理由

① 無 SA対策や復旧作業等の安全確保に関する検討は必要と考えるため，異なる見解はない。

② 要
SA対策や復旧作業等における安全確保の必要性は明らかであり，当社では，作業員の安全確保について
検討する。なお，事故分析検討会に対して，更なる調査・検討を求める事項はない。

③

④

（９）－３

同建屋内に水素が滞留していた間には、同建屋周辺で作
業員による復旧作業が実施されていたことを踏まえると、
水素が滞留した原子炉建屋等における重大事故等対策
や復旧作業等の安全確保に関して検討する必要がある。

・原子炉建屋の水素爆発は，建屋周辺でSA対策や復旧作業に従事する作業員にとって大きな脅威である。
・したがって，作業員の安全確保のため，原子炉建屋内に新たに設置する水素濃度計により水素濃度を監視し，水素
濃度が可燃限界に至る可能性がある場合等を含めて作業員の安全確保に影響するような状況となった場合には，SA
対策や復旧作業を一時中断し，退避する運用を検討し，手順に反映していく方針である。

①～③以外に追加の見解や意見はない。

25


